
府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容
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一時停止

京都府相楽郡精華町桜ヶ丘１丁目地内

提案場所は、精華町南部の住宅地の市道と市道が

交差する交差点である。

住宅内道路は東西道路が主道路となっているが、

この交差点だけ優先関係が判らず危険であるため、

一時停止の規制を要望（受付番号117）

＜採択＞実施する。
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